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関
谷
博
・
会
長
の
あ
い
さ
つ
�

左
写
真
�
で
幕
を
開
け
た
第
６
回

全
国
市
議
会
議
長
会
研
究
フ
ォ
ー

ラ
ム
in
青
森
。
青
森
市
文
化
会
館

に
集
ま
っ
た
約
２
４
０
０
人
に
も

及
ぶ
参
加
者
は
１０
月
１２
日
か
ら
１３

日
の
２
日
間
に
わ
た
り
、
地
方
議

会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
鑽
を
積

ん
だ
。
【
次
号
に
特
集
を
掲
載
】

中川秀美・病院協会長
（徳島市）

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
中
川
秀
美
・

徳
島
市
議
会
議
長
）
が
１０
月
１７

日
、
山
口
県
・
下
関
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
で
正
副
会
長
・
監
事
・
相
談

役
会
議
を
開
催
。
関
谷
博
・
下
関

市
議
会
議
長
ら
の
あ
い
さ
つ
の
の

ち
、
不
採
算
医
療
を
担
い
経
営
状

況
が
苦
し
い
自
治
体
病
院
に
対

し
、
国
に
よ
る
財
政
措
置
な
ど
を

求
め
る
要
望
を
決
定
し
た
。

病
院
協
で
は
、
年
末
予
算
編
成

の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
１１
月
中
旬

か
ら
下
旬
の
適
切
な
時
期
、
正
副

会
長
・
監
事
・
相
談
役
で
構
成
す

る
実
行
運
動
班
を
組
織
し
、
要
望

実
現
を
図
る
た
め
関
係
各
方
面
へ

働
き
掛
け
る
予
定
と
し
て
い
る
。

１
日
目
の
開
会
式
で
は
関
谷
会

長
に
続
き
、
開
催
地
を
代
表
し
花

田
明
仁
・
青
森
市
議
長
ら
が
あ
い

さ
つ
。
次
い
で
基
調
講
演
で
は

「
二
元
代
表
制
と
地
方
議
会
改

革
」
と
題
し
、
増
田
寛
也
・
元
総

務
相
が
演
壇
に
立
っ
た
。
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
新
藤
宗
幸
・
東

京
市
政
調
査
会
研
究
担
当
常
務
理

事
を
迎
え
、
４
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト

と
と
も
に
地
方
議
会
と
直
接
民
主

主
義
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
た
。

２
日
目
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
牛
山
久
仁
彦
・
明
大
政
経
学
部

教
授
が
務
め
、
４
人
の
地
方
議
会

代
表
者
と
と
も
に
議
会
基
本
条
例

に
関
し
課
題
討
議
を
実
施
し
た
。

な
お
、
次
回
の
開
催
地
は
愛
媛

県
松
山
市
。
閉
会
式
で
は
フ
ォ
ー

ラ
ム
開
催
旗
が
花
田
・
青
森
市
議

長
か
ら
、
寺
井
克
之
・
松
山
市
議

長
へ
手
渡
さ
れ
た
�
右
上
写
真
。

本
会
編
集
に
よ
る
平
成
２３
年
度

版
「
全
国
都
市
の
特
色
あ
る
施
策

集

ひ
と
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り

〜
明
日
へ
の
挑
戦
〜
」
が
、
９
月

３０
日
付
で
刊
行
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
５５
年
の
初
刊
行
以
来
９
巻

目
を
数
え
る
２３
年
度
版
に
は
、
４

９
７
の
都
市
か
ら
１
１
６
４
に
も

及
ぶ
施
策
が
寄
せ
ら
れ
、
議
会
を

は
じ
め
地
方
自
治
へ
携
わ
る
者
に

と
り
、
必
携
の
書
を
刊
行
で
き
た

も
の
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
テ
ー
マ
が

示
す
と
お
り
２３
年
度
版
の
本
書
で

は
、
「
人
」
と
「
ま
ち
」
を
結
ぶ

各
都
市
の
取
り
組
み
を
中
心
に
施

策
を
収
録
。
本
書
を
紐
解
く
と
、

財
政
状
況
が
苦
し
い
な
か
各
都
市

が
知
恵
を
絞
り
、
地
域
住
民
へ
の

サ
ポ
ー
ト
に
注
力
し
て
い
る
現
状

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
２３
年
度
版
よ
り
本
書
全

文
は
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
専

用
サ
イ
ト
「
市
議
会
施
策
シ
ス
テ

ム
」
か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
を
可
能

と
し
て
い
ま
す
。
本
書
の
内
容
を

広
く
世
に
示
す
こ
と
で
、
自
治
体

運
営
に
対
す
る
一
層
の
市
民
参
画

の
機
会
創
出
を
願
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
本
書
に
つ
き
ま
し
て
は

１０
月
７
日
、
全
国
の
市
区
議
会
事

務
局
へ
１
部
を
発
送
い
た
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
追
加
で
本
書
が
必
要

な
場
合
に
は
、
（
株
）
ぎ
ょ
う
せ

い
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

�
０
１
２
０
（
９
５
３
）
４
３
１
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研研究究フフォォーーララムムをを
青青森森市市でで本本会会開開催催
基調講演は増田元総務相

施
策
集
を
刊
行

全
市
区
へ
発
送

病院協役員会

２３年度版

本会

財財政政措措置置求求めめるる
要要望望ななどどをを決決定定
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…………………………………………………………………………

【
諮
問
文
の
内
容
】

地
方
制
度
調
査
会
設
置
法（
昭
和

２７
年
法
律
第
３
１
０
号
）第
２
条
の

規
定
に
基
づ
き
、次
の
と
お
り
諮
問

す
る
。

住
民
の
意
向
を
よ
り
一
層
地
方
公

共
団
体
の
運
営
に
反
映
で
き
る
よ
う

に
す
る
見
地
か
ら
の
議
会
の
あ
り
方

を
始
め
と
す
る
住
民
自
治
の
あ
り

方
、我
が
国
の
社
会
経
済
、地
域
社
会

な
ど
の
変
容
に
対
応
し
た
大
都
市
制

度
の
あ
り
方
及
び
東
日
本
大
震
災
を

踏
ま
え
た
基
礎
自
治
体
の
担
う
べ
き

役
割
や
行
政
体
制
の
あ
り
方
な
ど
に

つ
い
て
、地
方
自
治
の
一
層
の
推
進

を
図
る
観
点
か
ら
、調
査
審
議
を
求

め
る
。

平
成
２３
年
８
月
２４
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

直
人

政
権
が
交
代
し
平
成
２１
年
９
月

１６
日
に
鳩
山
内
閣
が
発
足
し
て
以

来
、
民
主
党
政
権
下
で
は
休
眠
状

態
に
置
か
れ
て
い
た
地
方
制
度
調

査
会
。
直
近
の
第
２９
次
調
査
会
が

「
市
町
村
合
併
を
含
め
た
基
礎
自

治
体
の
あ
り
方
」
「
監
査
機
能
の

充
実
・
強
化
」
な
ど
に
つ
い
て
答

申
を
取
り
ま
と
め
た
の
ち
、
活
動

を
停
止
し
て
い
た
地
政
調
が
２３
年

８
月
２４
日
、
第
１
回
総
会
を
開
き

活
動
を
開
始
し
た
。

第
３０
次
調
査
会
に
諮
問
さ
れ
た

審
議
項
目
は
▽
議
会
の
あ
り
方
を

は
じ
め
と
す
る
住
民
自
治
の
あ
り

方
▽
我
が
国
の
社
会
情
勢
や
地
域

社
会
な
ど
の
変
容
に
対
応
し
た
大

都
市
制
度
の
あ
り
方
▽
東
日
本
大

震
災
を
踏
ま
え
た
基
礎
自
治
体
の

担
う
べ
き
役
割
や
行
政
体
制
の
あ

り
方
―
―
の
３
点
�
諮
問
文
は
上

掲
。
第
３０
次
調
査
会
の
第
１
回
総

会
で
は
、
住
民
自
治
の
強
化
規
定

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
案
�
概
要
を
３
面
掲

載
�
に
つ
い
て
、
ま
ず
審
議
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
改
正
案
の
答
申

は
年
内
に
取
り
ま
と
め
る
予
定
と

し
て
い
る
。

審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
学
識
経

験
者
委
員
の
１８
人
か
ら
な
る
専
門

小
委
員
会
を
設
置
。
専
門
的
に
議

論
を
重
ね
、
あ
る
程
度
の
審
議
が

進
ん
だ
段
階
で
専
門
小
委
の
意
見

を
総
会
へ
報
告
す
る
。
９
月
１５
日

に
開
催
さ
れ
た
第
１
回
専
門
小
委

に
は
、
関
谷
博
・
本
会
会
長
（
下

関
市
議
会
議
長
）
ら
地
方
六
団
体

代
表
も
出
席
し
、
地
方
自
治
を
担

う
現
場
の
声
を
専
門
小
委
の
場
へ

届
け
た
ば
か
り
。
関
谷
会
長
は
自

治
法
改
正
案
に
「
臨
時
会
の
招
集

権
」
「
専
決
処
分
」
「
条
例
公
布
」

な
ど
に
関
す
る
改
正
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
評
価
し
、
早
急

な
法
改
正
が
必
要
と
の
認
識
を
示

し
た
�
本
紙
第
１
８
１
０
号
。

「
議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付

与
」
は
、
本
会
が
継
続
し
て
実
現

を
求
め
て
き
た
項
目
。
第
２９
次
調

査
会
で
は
、
第
３
回
総
会
で
藤
田

�
之
・
本
会
会
長
（
当
時
、
広
島

市
議
会
議
長
�
当
時
）
、
第
４
回

総
会
で
五
本
幸
正
・
本
会
会
長

（
同
、
富
山
市
議
会
議
長
�
同
）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
現
を
求
め
て
き

た
項
目
で
も
あ
る
。

【
地
方
制
度
調
査
会
】
地
方

制
度
調
査
会
設
置
法
に
基

づ
き
、
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、

地
方
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
内
閣
府
の
付
属
機

関
。
昭
和
２７
年
の
第
１
次
調
査
会

以
来
、
２９
次
に
わ
た
り
設
置
さ
れ

て
き
た
。
委
員
は
、
国
会
議
員
、
自

治
体
の
首
長
や
議
長
、
産
業
界
、マ

ス
コ
ミ
、
学
識
経
験
者
か
ら
選
ば
れ

る
。
委
員
の
任
期
は
２
年
。

第
３０
次
調
査
会
は
８
月
２４
日
に

発
足
。
民
主
党
は
政
権
交
代
後
、

地
政
調
に
代
え
て
総
務
大
臣
を
議

長
と
す
る
地
方
行
財
政
検
討
会
議

を
設
置
し
、
地
域
主
権
改
革
に
向

け
た
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
今
後

は
、地
政
調
に
議
論
の
場
を
移
し
、

自
治
法
の
抜
本
改
正
を
目
指
す
。

第
２９
次
調
査
会
の
答
申
で
は
、

議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付
与
に

つ
い
て
、
「
現
行
の
臨
時
会
招
集

請
求
権
」
の
運
用
状
況
を
見
つ
つ

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
べ
き
と

さ
れ
、
第
３０
次
調
査
会
へ
引
き
継

が
れ
た
格
好
と
な
っ
て
い
る
。
今

回
、
審
議
対
象
と
な
っ
て
い
る
自

治
法
改
正
案
で
は
地
方
議
会
制
度

に
つ
い
て
、
臨
時
会
の
招
集
権
と

合
わ
せ
「
地
方
議
会
の
会
期
」
の

規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

会
期
に
関
す
る
規
定
案
は
、
い

わ
ば
実
質
的
に
「
議
長
へ
議
会
の

招
集
権
」
を
付
与
す
る
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
案
で

は
「
条
例
に
よ
り
、
定
例
会
・
臨

時
会
の
区
分
を
設
け
ず
、
通
年
の

会
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

規
定
。
通
年
会
期
制
を
導
入
し
た

【
３
面
へ
続
く
】

解説

第
２９
次
地
政
調
第
４
回
総
会
で

意
見
を
述
べ
る
五
本
幸
正
会
長

（
当
時
、
富
山
市
議
会
議
長
）

【
上
】８
月
２４
日
に
開
か
れ
た
第
１
回
総
会

で
菅
直
人
総
理（
当
時
）か
ら
西
尾
勝
会
長

へ
諮
問
文
が
手
交
さ
れ
、第
３０
次
地
政
調
が

発
足
し
た【
下
】９
月
１５
日
開
催
の
第
１
回

専
門
小
委
に
は
本
会
を
代
表
し
関
谷
博
会

長
が
出
席
。自
治
法
改
正
案
に
盛
り
込
ま

れ
た「
議
長
等
が
臨
時
会
の
招
集
請
求
を
し

て
も
長
が
議
会
を
招
集
し
な
い
場
合
の
議

長
へ
の
招
集
権
付
与
」な
ど
を
評
価
す
る
と

と
も
に
、「
条
例
制
定
・
改
廃
の
特
設
請
求
に

お
け
る
地
方
税
の
賦
課
徴
収
の
除
外
規
定

を
削
除
」す
る
案
件
は
、選
挙
目
的
の
減
税

公
約
を
掲
げ
る
勢
力
の
存
在
を
警
戒
し
慎

重
に
対
処
す
る
べ
き
と
の
認
識
を
示
し
た
。

【
論
点
整
理
】第
３０
次
地
制
調
審
議
の
行
方
を
追
う

諮諮
問問
事事
項項
はは
議議
会会
のの
ああ
りり
方方
なな
どど

自
治
法
一
部
改
正
案
を
年
末
に
答
申

議
長
の
議
会
招
集
権

第
２９
次
地
政
調
第
３
回
総
会
で

意
見
を
述
べ
る
藤
田
�
之
会
長

（
当
時
、
広
島
市
議
会
議
長
）
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【
２
面
か
ら
続
く
】

自
治
法
の
一
部
改
正
案
で
は
、

長
に
よ
る
専
決
処
分
に
つ
い
て
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
副
知
事
や
副

市
町
村
長
の
選
任
に
つ
い
て
、
専

決
処
分
の
対
象
か
ら
除
外
。
ま

た
、
条
例
・
予
算
の
専
決
処
分
を

議
会
が
不
承
認
と
し
た
場
合
、
長

は
条
例
改
正
案
の
提
出
、
補
正
予

算
の
提
出
な
ど
を
義
務
付
け
る
。

第
１
回
専
門
小
委
で
は
、
斎
藤

誠
委
員
（
東
京
大
学
教
授
）
が
専

決
処
分
に
つ
い
て「
条
例
で
あ
れ
、

予
算
で
あ
れ
、
本
来
は
議
会
が
議

決
す
る
の
が
原
則
」
「
（
専
決
処

分
は
）
例
外
と
し
て
認
め
て
い

る
」
と
指
摘
。
条
例
や
予
算
が
不

承
認
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
長
が

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
と
の

認
識
を
示
し
た
。
専
決
処
分
の
対

象
は
元
来
、
議
会
の
議
決
・
決
定

を
経
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
斎
藤

委
員
が
指
摘
す
る
と
お
り
例
外
措

置
。
改
正
案
の
規
定
は
当
然
だ
ろ

う
。

【地方自治法の一部を改正する法律案の概要（改正事項）】

（１） 地方議会制度
� 地方議会の会期
・ 地方公共団体の議会について、条例により、定
例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とする
ことができることとする。
※ 通年の会期とは、１月中において条例で定め
る日から翌年の当該日の前日までを会期とする
もの。

※ 通年の会期を選択した場合、議会は会議を開
く定例日（毎月１日以上）を条例で定める。一
方、長は随時会議の開催を請求できることとす
る。

※ 長等の議場への出席義務については、定例日
の審議及び議案の審議に限定。

� 臨時会の招集権
・ 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集し
ないときは、議長が臨時会を招集することができ
ることとする。

� 議会運営
・ 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任等
に関する事項を条例に委任する。

・ 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招
致をすることができることとする。

（２） 議会と長との関係
� 再議制度
・ 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に
拡大する。
※ 条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数
とする。

・ 収支不能再議を廃止する。
� 専決処分
・ 副知事及び副市町村長の選任を対象から除外す
る。

・ 条例・予算の専決処分について議会が不承認と
したときは、長は条例改正案の提出、補正予算の
提出など必要な措置を講じなければならないこと
とする。

� 条例公布
・ 長は、条例の送付を受けた日から２０日以内に再
議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例
の公布を行わなければならないこととする。

（３） 直接請求制度
・ 解散・解職の請求に必要な署名数要件を緩和す
る。
※ 現行：有権者数の３分の１（４０万を超える部
分については６分の１）

→ 改正後：有権者数の３分の１（１６万から４０万
の部分については６分の１、４０万を超える部分
については１０分の１）

・ 条例制定・改廃請求の対象から地方税の賦課徴
収等を除外している規定を削除する。

（４） 住民投票制度の創設
・ 大規模な公の施設の設置について、条例で定め
るところにより、住民投票に付することができる
こととする。
※ 条例で定める大規模な公の施設の設置を議会
が承認した後、住民投票を実施し、住民投票で
過半数の同意がなければ、当該公の施設は設置
できない。

（５） 国等による違法確認訴訟制度の創設
・ 国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団
体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係
争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、
国等は違法確認訴訟を提起することができること
とする。

（６） 一部事務組合・広域連合等
・ 一部事務組合等からの脱退の手続を簡素化す
る。

・ 一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって
組織することができることとする。

・ 広域連合に執行機関として長に代えて理事会を
置くことができることとする。

【
参
考（
直
接
請
求
に
関
し
）
昭
和
２３
年
６
月
５
日
衆
議
院
治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会
】
鈴
木（
俊
）政
府
委
員

「
地
方
団
体
の
行
政
並
び
に
行
政
を
維
持
す
る
経
費
の
根
本
に
な
り
ま
す
い
ろ
い
ろ
の
財
政
関
係
、そ
の
他
緊
急
事
態
に
応

じ
ま
す
治
安
関
係
の
も
の
、こ
う
い
う
も
の
は
住
民
の
直
接
請
求
権
を
か
り
に
規
定
い
た
し
ま
し
て
も
、結
局
に
お
い
て
団
体

の
経
費
を
維
持
す
る
た
め
に
、と
る
べ
き
も
の
は
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
る
し
、ま
た
緊

急
事
態
の
治
安
維
持
の
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、ど
う
し
て
も
こ
れ
は
や
る
べ
き
も
の
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す

の
で
、５０
分
の
１
以
上
の
署
名
調
印
を
求
め
て
、い
ろ
い
ろ
の
運
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
そ
う
重
大
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
は
な
い
。か
え
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
運
動
の
経
費
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
無
用
の
出
費
を
来
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
る
の
で
、ま
た
経
費
が
軽
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、住
民
は
そ
の
こ
と
自
体
何
人
も
不
賛
成
の
も
の

は
な
い
と
思
い
ま
す
る
の
で
、そ
う
い
う
調
印
を
と
る
こ
と
が
、あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
」

条
例
制
定
・
改
廃
請
求
の
対
象

か
ら
、
地
方
税
の
賦
課
徴
収
等
を

除
外
す
る
規
定
を
削
除
す
る
方
針

が
改
正
案
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。

地
方
税
は
、
住
民
が
最
も
強
い

関
心
を
寄
せ
る
案
件
の
１
つ
。
原

理
原
則
論
か
ら
い
え
ば
、
地
方
自

治
の
根
幹
を
な
す
地
方
税
は
、
直

接
請
求
の
対
象
と
す
る
べ
き
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
住
民

の
関
心
を
逆
手
に
と
り
減
税
を
公

約
に
掲
げ
、
選
挙
の
勝
利
を
目
指

す
勢
力
が
存
在
す
る
。
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
安
定
提
供
の
た
め
に
も
、

慎
重
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。

場
合
、
招
集
行
為
は
初
回
の
み
必

要
と
な
り
、
以
降
は
自
動
的
に
議

会
が
招
集
さ
れ
る
制
度
と
な
る
。

し
か
し
依
然
、
議
会
を
招
集
す

る
主
体
は
首
長
の
ま
ま
。
我
が
国

の
地
方
自
治
制
度
は
、
二
元
代
表

制
を
採
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
議
会
の
代
表
者
で
あ
る
議

長
が
議
会
を
招
集
で
き
な
い
状
態

は
不
自
然
。
招
集
権
に
つ
い
て
は
、

過
渡
的
な
段
階
と
考
え
た
い
。

▽
１１
月
１１
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
理
事
会
（
午
前
１１
時
、
全

国
都
市
会
館
）
、
評
議
員
会
（
午

後
１
時
半
、
日
本
都
市
セ
ン
タ

ー
）
、
会
計
監
査
（
午
後
３
時

半
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
１１
月
１４
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
業
務
監
査
（
上
半
期
・
午

後
１
時
半
、
ル
ポ
ー
ル
麹
町
）

理
事
会
（
午
後
３
時
半
、
同
）

▽
１１
月
１５
日

社
会
文
教
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
半
、
全
国
都
市
会
館
）
、
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
弘
済
会

館
） 行行

事事
予予
定定

議
会
と
首
長
の
関
係

地
方
税
の
直
接
請
求

（３） 平成２３年１０月２５日 第１８１２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

平
成
１６
年
１０
月
、
旧
水
口
町
、

旧
甲
南
町
、
旧
甲
賀
町
、
旧
土
山

町
、
旧
信
楽
町
の
５
町
が
合
併
し

誕
生
し
た
滋
賀
県
甲
賀
市
。
同
市

の
信
楽
は
、
陶
磁
器
・
信
楽
焼
の

産
地
と
し
て
全
国
的
に
名
を
馳
せ

て
い
ま
す
。
昨
年
、
信
楽
で
は
「
信

楽
ま
ち
な
か
芸
術
祭
」
を
開
催
。

千
年
を
超
え
る
歴
史
に
支
え
ら
れ

た
陶
器
の
都
で
あ
る
と
と
も
に
、

今
や
国
内
外
の
陶
芸
家
が
集
ま
る

国
際
的
な
顔
も
持
ち
合
わ
せ
た
信

楽
の
地
で
、
地
域
の
財
産
を
活
用

し
芸
術
を
通
じ
た
情
報
発
信
に
取

り
組
み
ま
し
た
。

芸
術
家
と
し
て
著
名
な
岡
本
太

郎
氏
も
、
信
楽
と
関
わ
り
を
持
つ

人
物
の
１
人
。
旧
信
楽
町
の
名
誉

町
民
と
な
っ
て
か
ら
４０
周
年
を
迎

え
る
本
年
、
甲
賀
市
で
は
同
氏
の

生
誕
１
０
０
年
を
も
記
念
し
「
岡

本
太
郎
と
信
楽
展
」
を
開
催
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
同
氏
の
企
画

展
開
催
に
あ
た
り
、
甲
賀
市
で
は

▽
万
国
博
と
信
楽
と
の
関
わ
り
▽

信
楽
で
制
作
さ
れ
た
レ
リ
ー
フ
の

パ
ネ
ル
展
示
▽
代
表
作
・
座
る
こ

と
を
拒
否
す
る
椅
子
展
示
▽
ゆ
か

り
の
陶
芸
作
家
の
作
品
展
―
―
な

ど
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
開
催
期
間
は
１１
月
１
日
か
ら

１２
月
１８
日
。
入
場
は
無
料
と
し
、

多
く
の
人
が
訪
れ
芸
術
に
親
し
む

機
会
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
取
り

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

岡
本
氏
と
信
楽
が
交
わ
る
契
機

は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に

備
え
建
設
さ
れ
た
国
立
代
々
木
競

技
場
。
体
育
館
ロ
ビ
ー
を
飾
る
陶

板
レ
リ
ー
フ
「
競
」
「
眼
」
「
走
」

「
足
」
「
手
」
の
制
作
は
信
楽
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
５
面
の
陶
板
レ

リ
ー
フ
制
作
後
も
、
何
度
と
な
く

信
楽
を
訪
れ
た
同
氏
。
大
阪
万
博

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
太
陽
の
塔
」
の

背
面
レ
リ
ー
フ
「
黒
い
太
陽
」
も

信
楽
で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
同

氏
の
芸
術
活
動
が
、
滋
賀
の
陶
芸

に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
岡
本
氏
の
業
績
を
再
評
価

し
つ
つ
、
信
楽
か
ら
同
氏
の
偉
業

を
全
国
へ
発
信
し
ま
す
。

▼
議
長

▽
柏

古
川
隆
史
（
９
・
９
）

▽
盛
岡

村
田
芳
三
（
９
・
１２
）

▽
須
賀
川

鈴
木
忠
夫
（
９
・
１３
）

▽
益
田

石
田
米
治
（
９
・
１３
）

▽
郡
山

大
内
嘉
明
（
９
・
１４
）

▽
塩
竈

嶺
岸
淳
一
（
９
・
２０
）

▽
秦
野

�
橋
照
雄
（
９
・
２０
）

▽
釜
石

海
老
原
正
人
（
９
・
２１
）

▽
八
潮

森

伸
一
（
９
・
２１
）

▽
八
街

鯨
井
眞
佐
子
（
９
・
２１
）

▽
倉
吉

谷
本
修
一
（
９
・
２１
）

▽
八
代

古
嶋
津
義
（
９
・
２１
）

▽
多
賀
城

板
橋
惠
一
（
９
・
２２
）

▽
羽
曳
野

笠
原
由
美
子
（
９
・
２７
）

▽
摂
津

嶋
野
浩
一
朗
（
９
・
２７
）

▽
有
田

堀
川

明
（
９
・
２７
）

▽
宇
和
島

土
居
秀
徳
（
９
・
２７
）

▽
海
津

森

昇
（
９
・
２８
）

▼
副
議
長

▽
柏

橋
口
幸
生
（
９
・
９
）

▽
盛
岡

佐
々
木
信
一
（
９
・
１２
）

▽
須
賀
川

森

新
男
（
９
・
１３
）

▽
益
田

山
根
哲
朗
（
９
・
１３
）

▽
郡
山

太
田
忠
良
（
９
・
１４
）

▽
塩
竈

鈴
木
昭
一
（
９
・
２０
）

▽
秦
野

川
口

薫
（
９
・
２０
）

▽
釜
石

佐
々
木

透
（
９
・
２１
）

▽
八
潮

服
部
清
二
（
９
・
２１
）

▽
八
街

湯
淺
祐
�
（
９
・
２１
）

▽
倉
吉

佐
々
木
敬
敏
（
９
・
２１
）

▽
八
代

増
田
一
喜
（
９
・
２１
）

▽
陸
前
高
田

千
田
勝
治
（
９
・
２２
）

▽
多
賀
城

藤
原
益
栄
（
９
・
２２
）

▽
袖
ケ
浦

遠
山

修
（
９
・
２２
）

▽
羽
曳
野

田
仲
基
一
（
９
・
２７
）

▽
摂
津

村
上
英
明
（
９
・
２７
）

▽
有
田

万
賀
幸
雄
（
９
・
２７
）

▽
宇
和
島

大
窪
美
代
子
（
９
・
２７
）

▽
三
条

西
川
哲
司
（
９
・
２８
）

▽
海
津

山
田

武
（
９
・
２８
）

▼
事
務
局
長

▽
宇
土

山
本
克
則
（
４
・
１
）

▽
気
仙
沼

畠
山
邦
夫
（
１０
・
１
）

市市 政政

ニニュューースス

議議
会会
人人
事事

生
誕
１
０
０
年
・
信
楽
町
名
誉
町
民
４０
周
年

岡
本
太
郎
と
信
楽
展

企企
画画
展展
でで
甲甲
賀賀
市市
かか
らら
芸芸
術術
をを
発発
信信

１１－Ｔ－０３９４５ ２０１１年８月作成

※詳しくは、平成２３年８月２４日付で市議会事務局に送付済み
のパンフレットをご覧下さい。
〈問合先〉全国市議会議長会 総務部 �０３―３２６２―５２３３

写
真
は
座
る
こ
と
を
拒
否
す
る
椅
子

第１８１２号 平成２３年１０月２５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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